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2.1.13 行動計画の策定におけるモニタリング計画 
 

アクションプラン(行動計画)として策定された事例では、対策実施状況や効果のモニタリ

ング計画が設定されている場合が多い。 
モニタリング項目は、従来から実施している河川流量、水質、地下水位の観測を継続し、

水循環の観点からも整理する場合が多いが、モデル地域を選定して集中的に対策を実施して

効果を把握するような場合には、水循環計画策定を機に観測を開始している場合もある。 
モニタリング観測データの記録、とりまとめに当たっては、関係者が情報を共有化し、ま

た一元的な整理が容易に行えるよう、記録フォーマット等を統一化している事例もある。 

 
＜解説＞ 
 

(1) モニタリング計画の事例 

アクションプランとして策定されている、東川流域水循環系再生行動計画、海老川流域水

循環系再生 第二次行動計画、印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画書等では、観測者の役割

分担を、部局名や住民団体名まで含めて具体的に示しています。（事例の概要は 1.2 No.5、

1.2 No.7、1.2 No.8 等参照） 
 

(2) モニタリング情報の共有化を図っている事例 

印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画では、ホームページを情報交換の場として活用し、

関連データ共有化のためのダウンロードサービスや、記録様式の統一化を図っています。 
 

 

図 2-17 記録様式フォーマットの事例(千葉県ホームページいんばぬま情報広場より引用) 
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図 2-18 情報共有化システムの事例(千葉県ホームページいんばぬま情報広場より引用) 


